
 

  
 

 
 

・３期ぶりの黒字転換 ・物価上昇による実質賃金の減額  

・２１春闘での定昇カットによる生涯賃金の減額 

・過去最高の働き度 ・人材流失の危機感 
 

   
 

コロナ禍において奮闘を続けてきた組合員・社員に対する 

特別手当として全従業員（出向者含む）対象に 

 

 
 

回答指定日：２０２３年６月９日まで 

支払い日：２０２３年６月３０日まで 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

２ ０ ２ ３ 年 ５月１５日 
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